
 1

会 議 記 録 

令和元年度第２回小牧市快適で清潔なまちづくり協議会 会議録 

 

日時：令和２年２月１７日（月）午後２時００分～２時５０分 

  場所：小牧市役所 本庁舎 ３階 ３０１会議室 

 

【出席委員】１３名 

小牧市女性の会：佐橋 八千代、小牧市議会：稲垣 衿子 

小牧市区長会連合会：佐橋 均、小牧市社会福祉協議会：松岡 和宏 

小牧商工会議所：平林 克之、小牧ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ:中田 紀康 

小牧ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ：小谷 達也、こまき環境市民会議：末松 雅彦 

小牧市国際交流協会：坪谷 ジャケリン、小牧市小中学校長会：河合 智 

小牧市小中学校 PTA 連絡協議会：野尻 優子 

こまき市民活動ﾈｯﾄﾜｰｸ：鳥居 由香里、小牧市老人ｸﾗﾌﾞ連合会：服部 勲 

【欠席委員】７名 

一般社団法人愛知県ﾄﾗｯｸ協会：丸川 靖彦 

尾張中央農業協同組合：川井 則昌､小牧小売酒販組合：佐藤 龍司 

一般社団法人小牧青年会議所：杉本 真一 

愛知県たばこ販売協同組合尾張支部：鈴木 猛 

小牧市子ども会連絡協議会：石黒 薫、小牧市ｽｶｳﾄ連絡協議会：舩橋 鐸夫 

 

【事務局】５名 

神戸市民生活部長、林市民生活部次長、藤田ごみ政策課長 

舟橋主査、河村主事 

 

内   容 

藤田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は大変お忙しい中、小牧市快適で清潔なまちづくり協議会

にご出席いただきありがとうございます。 

これより令和元年度第２回小牧市快適で清潔なまちづくり協議

会を始めます。 

会の開催に先立ちまして、市民憲章の唱和を行います。委員の皆

様はご起立をお願いします。次第裏面に市民憲章を掲載しており

ますので、ご覧いただき、私が先導させていただきますので、続

いてご唱和お願いいたします。 

 

～市民憲章 唱和～ 
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佐橋副会長 

 

藤田課長 

 

 

 

佐橋副会長 

 

 

 

舟橋主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。ご着席ください。 

なお、この会議及び会議の議事録は公開となっておりますので、

ご承知おき下さい。 

それではお手元の次第に従い進行させていただきます。はじめ

に、委員の交代がありましたので、資料１の名簿にそって報告さ

せていただきます。 

小牧市議会 副議長 稲垣 衿子様でございます。今後ともよろ

しくお願いします。 

続きまして、佐橋副会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

～副会長あいさつ～ 

 

ありがとうございました。 

それではここからの議事の進行につきましては佐橋副会長にお

願いいたします。 

 

それでは、次第３、議事に入ります。 

議題（１）令和元年度事業（中間）報告について事務局に説明を

求めます。 

 

「令和元年度快適で清潔なまちづくり推進事業（中間）報告に

ついて」を説明します。資料の２をご覧ください。 

１点目として「会議」ですが、第１回は令和元年８月５日に開催

し、以下の議事についてご協議頂きました。第２回は本日、２月

１７日の年２回開催となり、議題にありますとおりご協議いただ

く予定です。 

２点目として、「クリーンアップ事業」であります。 

本事業は、資料「内訳」にありますとおり、①こまきクリーンア

ップ活動から⑤のごみ散乱防止市民行動の日を含むものとなり

ます。 

総参加者数については、本年度終了後に団体から報告されるもの

もあるため、令和２年度の第１回の協議会にて報告させていただ

きます。 

本日は、これらのうち、令和２年１月末現在で参加者数が確定し

ているものについてご報告申し上げます。 

クリーンアップ事業の②のごみ散乱防止重点地域清掃活動につ

いては、トラックターミナル地区の清掃活動で地域住民及び事業

所の方で、年間で４回実施し１００名の方ご活動いただきまし
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た。④の小牧山美化活動、小牧山美化ウォークは４月１３日に総

勢７１３名に参加頂きました。⑤のごみ散乱防止市民行動の日、

小牧まち美化ウォークは５８５名の方にご参加いただきまして、

市民会館周辺の清掃を行いました。 

３点目として、アダプトプログラム推進事業であります。 

本事業は、市と合意書を締結し、登録していただいた上で、道路

などの公共施設の美化活動を行っていただいているものとなり

ます。１月末現在、４３団体７個人 １，８９３人の方が登録し

活動して頂いております。市としましては、本活動の普及のため、

清掃用具の貸与、ごみ袋の提供やボランティア活動保険の加入な

どの団体の方への支援を行っております。 

４点目としまして、「路上喫煙禁止区域啓発事業」であります。 

当該区域おきまして、平日の日中において、定期的にごみ政策課

所属の廃棄物適正処理指導員による巡回・指導を行っています。 

①  の巡回・指導及び吸殻等の状況調査ですが、平成３１年４月

から令和２年１月までに１３１日巡回し指導を行った人数は

７人でした。 

②となりますが、禁止区域内において、資料にある路上シートを

１２１枚設置するとともに、周知看板を計２か所設置しており

ます。今年度２月に補修の必要な２６箇所について修繕を行う

予定であります。 

５点目としまして、「不法投棄防止事業」です。 

①  として、廃棄物適正処理指導員が、市内を巡回して不法投棄

状況の調査、収集や未然防止のための環境パトロールを実施

しております。地域別の不法投棄ごみ収集件数の表ですが、

ごみ政策課に通報があったものと、廃棄物適正処理指導員に

よって発見したものを地域ごとに年度別の件数を記載してお

ります。令和元年度の１月末現在の件数が、小牧地区が６４

件、味岡地区が２８件、篠岡地区が８６件、北里地区が２６

件、合計で２０４件となっております。 

また、②から⑤までとなりますが、その他の事業として、不法投

棄の多発地帯において、夜間パトロールやソーラー式回転灯４

基・監視カメラの設置７基のほか、希望者に対して啓発看板の配

布を行っているところであります。 

６点目として、「犬糞害対策事業」であります。 

イエローカード作戦とは、道路等に放置されている犬のふんの横

に、イエローカードをしばらく置き、マナーの悪い飼い主の心理

に訴えかけ、ふんの放置をなくそうとするものです。現在３団体
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佐橋副会長 

 

 

 

 

佐橋副会長 

 

 

 

舟橋主査 

 

 

 

 

 

と個人４名が活動しています。 

また、飼い主への啓発として、市が行う狂犬病予防接種時に、接

種済票へ啓発カードを封入しました。更に、犬のふん害で、困っ

ている行政区や希望者には、資料の写真にありますチラシを配布

しております。また、広報「こまき」にも記事を掲載しておりま

す。啓発看板につきましては、ごみ政策課窓口にて随時配布して

おります。 

７点目として、「廃棄物の堆積による周辺環境を損なう状態の対

策事業」であります。本事業は、下の枠にあります「小牧市廃棄

物等の堆積による周辺の環境を損なう状態の改善施策の実施に

関する要綱」に定めるアからオに該当するような、ごみにより周

辺環境に影響を及ぼしている状態の土地建物の改善に取り組ん

でいるものであります。令和元年度については、直ちに周辺環境

に影響を及ぼしている状態とまでは言えませんが、３件の対象者

に対して継続的に指導を実施し、少しずつ廃棄物の撤去を行うな

ど改善に向けて取り組んでおります。 

なお、周辺の環境を損なう状態に該当しない場合であっても、福

祉関係者等との連携を図っており、福祉関係の部署が、高齢者と

いった生活弱者の居住環境を改善するために片づけたごみにつ

いては、ごみ収集車等の手配を行っており、本年度も１件配車し

てごみの方を収集させていただいております。 

以上、簡単でございますが報告といたします。 

 

ただいま、事務局から令和元年度事業（中間）報告について説

明がありましたが、何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

（意見なし） 

 

それでは意見もないようですので、議題（１）を終了し、続い

て、議題（２）令和２年度事業計画（案）に入ります。それでは

事務局、説明をお願いします。 

 

「令和２年度快適で清潔なまちづくり推進事業計画（案）につ

いて」を説明します。 

小牧山美化活動ですが、４月に行われるさくらまつり後、最初の

土曜日を開催日としていますので、来年度は４月１１日（土）を

予定しております。詳細につきましては、次の議題にありますの

で、その折説明します。同じく４月のごみ散乱防止重点地域清掃
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佐橋副会長 

 

 

 

平林委員 

 

 

 

 

 

 

 

中田委員 

 

 

 

 

 

 

藤田課長 

 

活動ですが年間４回を予定しており、市職員組合の清掃活動との

タイアップやごみ袋の支給など引続き活動に対する支援をしま

す。 

６月の不法投棄未然防止夜間パトロールは毎週１回、廃棄物適正

処理指導員により流し街宣で市内を回りまして啓発を行います。

これは、１２月にも同じように予定しています。 

８月には７日（月）に第１回の協議会を予定しております。第２

回は２月１５日（月）を予定しています。 

１０月のごみ散乱防止市民行動の日ですが、１０月の第１土曜日

開催ですので、来年度は３日（土）を予定しています。 

その他に、クリーンアップ事業やアダプトプログラムの支援、路

上喫煙禁止区域の啓発活動、不法投棄防止のための看板や監視カ

メラ等の設置、犬糞害対策のイエローカード作戦、廃棄物等の堆

積による周辺環境を損なう状態の対策事業といった内容を来年

度も引き続き取り組んでまいります。 

以上簡単ではございますが説明といたします。 

 

ただいま、事務局から令和２年度事業計画（案）について説明

がありましたが、何かご意見、ご質問、ご提案がありましたらよ

ろしくお願いします。 

 

先ほど、アダプトプログラムの登録団体数が３０年と３１年で

ほぼ横ばいという状況で、こういう団体があってこそ小牧市内の

ごみが無くなって綺麗になると思っていますので、事業計画の中

でアダプトプログラムという表記が一般の方が分かるかどうか

というのが一つクエスチョンだと思います。もう一つは団体に登

録するような啓発をするのも一つではないかと思うので、その辺

のところをご検討頂くと有難いのでよろしくお願いします。以上

です。 

ペットの糞の放置禁止とかの条例で罰せられ罰金と書いてあ

りますけども、実際に罰金を請求したことがあるかということ

と、実際誰が接近したらいいかという部分で、実は近所のおじい

さんが糞を丁寧に袋に入れるんだけれども、高速のフェンスの内

側に捨てて行ってしまうんだけれども、直接注意してもいけない

んだろうなと思うので、実際に罰金を請求したことがあるのか分

かれば教えて欲しいです。 

糞の放置、投棄の禁止ということで、小牧市の快適で清潔なま

ちづくり条例にそういった規定はございます。ただ罰金までに至
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坪谷委員 

 

 

 

藤田課長 

 

鳥居委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田課長 

 

 

 

 

ったケースは過去にはございません。これが罰金にまでに至るに

はステップがありまして、まず行政指導として指導、勧告、命令

というステップがございます。そこまでいって従わない場合に罰

金が適用になるということになっておりますので、実績としては

罰金にまで至ったケースはございません。私共の方にも市民の方

から困っているという話も実際には聞いておりまして、中にはこ

この人がいつもここにやっていくんだよというようなことをお

っしゃっていただける方もございます。その方だと確定というか

分かっている場合には私共の方でその方の方に注意することは

あるんですけれども、なかなか現場を押さえるというのが難しい

というところもございまして、お話があった場合に私共の方から

お話をさせていただいているというのが現状でございます。以上

でございます。 

最近は犬を飼っている外国人が増えたと思います。糞の注意を

する看板がもう少しわかりやすいといいと思います。２万円では

なくて 20,000 円と書くか、漢字ではなくて数字を入れたりとか

した方が外国人にはわかりやすいと思います。 

今、大変いいご意見をいただきましたので、検討させて頂きた

いと思います。ありがとうございます。 

七番目の廃棄物の堆積事業ですけども、今、本当に増えていま

して近隣でもあるんですよ。指導はされるけども指導した後、改

善はどこまで突っ込んでやられているのか、ようは結局うちの近

所は区長さんが指導に行ってて、分かりましたと言った割には全

然変化していないんですよ。明らかに火事の発生の恐れがあるよ

うな状態の凄い家なんですよ。これは、指導はするけれど改善さ

れない場合の対応策はどのように考えられてやられているのか

お聞きしたいということと、こういうの意外と地域住民知ってい

ないんですよね。どうしたらいいのかという事を。そういう場合

は地域住民に PR して頂きたいなと思うんですけども。本当に今、

高齢者だけでなく一人暮らしの男の方とかって結構みえるんで

すよね。廃墟に近いような家が結構あるので、そういう意味で

PR とか指導、もしくはその後の対応策をお聞きしたいと思うん

ですけど。 

今、委員がおっしゃったような案件はここ最近特に増えてきて

いるというのは実感しております。実際に、お一人暮らしになら

れる方というのが、凄く増えてきているのもあります。高齢者世

帯というのも勿論増えてきている中で、その件数というものが増

えてきているというのも私共も実感しております。まず、先ほど
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末松委員 

 

 

 

 

藤田課長 

 

 

 

 

 

 

報告の中で福祉部門とも連携をしながらこの事業は進めており

ます。ごみが溜まるというのはいろんなパターンがございまし

て、中には男の高齢者の一人暮らしというところで、掃除等に弱

い方、そういった部分での生活弱者、というパターンもございま

すし、中にはこれをお宝というのか、これを資源ということで庭

とか、家の中に溜めてらっしゃる方もおみえになります。まず私

共の部署としてまず第一に考えていますのは、周辺環境に影響を

与えないような形でごみの処理をしてくださいという指導の方

はさせて頂きます。その中でお宝みたいな形で思ってらっしゃる

方は何回も声掛けをしても中々聞いて頂けないというのも確か

にございまして、そういったところも定期的に訪れまして、そこ

にある物を今トラックで来ているから持って行こうかなどと話

しかけ、そういったところで関係性を構築しながら徐々にやって

いっているところではあります。いわゆる生活弱者等につきまし

ては、こちらの部署ではないんですけども今年度につきましても

こまやか収集という事業を市の方で行っております。こまやか収

集とはいわゆるゴミ出しに苦労される高齢者の方に対して、直接

収集車をお家までつけまして、ごみを運びますというような事業

も行っておりまして、地区民協（民生委員）の会議の折にこうい

った事業も行っておりますのでご活用くださいというようなご

案内もさせていただいております。福祉の関係のところからその

ような相談がございましたらごみ収集の手配とかは行いますし、

あとごみによらずいろんな部分で関与を必要とされている方も

おみえになりますので、色々な関わり方、サービスをどのような

形でやっていったらいいのか話をしながら進めているところで

ございます。 

駅周辺で路上喫煙禁止区域を設置しておりますが、禁止区域を

拡大できないでしょうか。子供たちがごみを拾うとタバコがトッ

プなんですよ。毎年、環境調査をしていますけど。ここ何年も減

ってないんですよ。これをほっておくと喫煙マナーがね。子供の

教育上非常に悪い。 

米野さわやか会様の方では、定期的にお子さん達と一緒にごみ

拾いをして頂いて、その中でタバコの吸殻がこんなに集まってい

るというレポートもいつも見させていただいております。路上喫

煙禁止区域につきましては、平成 20 年に指定をして今に至る訳

ではございます。さわやか会様の方ではかなり山盛りに集めて頂

いているのをいつも見さして頂いております。ただ、平成 20 年

からに比べると社会の環境の変化もございまして、中々外でタバ
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末松委員 

 

小谷委員 

 

 

 

 

 

 

 

藤田課長 

 

 

 

小谷委員 

藤田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小谷委員 

コを吸うこと自体が、人の目があるというような状況もありまし

て、減っては来ているのかなと考えてはおります。全市的にそれ

を広めるのかにつきましては、諸々の問題とかも踏まえまして検

討事項とはさせて頂きたいと思っておりますのでよろしくお願

いいたします。 

ぜひ、前向きに検討して頂いて。千葉県の船橋市は全市的に禁

煙なんですよ。だからね、やろうと思えばできるんですよ。 

不法投棄の廃棄物で、篠岡地区が少し増えてごみがごみを呼ん

でいるみたいなことがあるかも知れないし、森の中の見えないと

ころエリアがあるので、これが増えていってしまうと困るなと思

うんですけれども、特に廃棄物で産廃関係があると計画的な悪質

なものですよね。家庭の中ならちょっと出来心でというのもある

けれども、廃棄物というのは事業所の仕事がらみというものもあ

るんですかね。組織ぐるみとか計画的にだと本当に重点的にやら

ないとと思うんですけど。 

不法投棄でございますが、内訳というもので過去から比較しま

すとここ数年相変わらず多い物は、冷蔵庫であったりとかいわゆ

る家電４品目と言われるリサイクル料金を払わないと処理でき

ない物が多数を占めております。 

事業所の関係の物はそんなには目立たない？ 

実際、明らかに事業所の廃プラ類というものも確かにございま

す。特にここ最近目に付くようになった物は数年前に法律が改正

されまして、蛍光管に水銀が使われている物がありまして、水銀

を取り扱うにあたって、取り扱う業者さんが新たに許可を必要と

されるような形で法律が改正をされまして、事業者さんが蛍光管

を持って行ってよと言われても収集業者の方が許可がないとい

うような案件が出てきておりまして、山の中とかに蛍光管の束が

どさっと捨てられているような案件が最近増えてきているとい

うのがございます。あと日本全国的に中国に今までいろんな廃棄

物を持っていっていたところがありますが、中国がストップした

という関係で、事業者さんから出る産業廃棄物の廃プラスチック

を金属屑と一緒に持って行けたものが、それができなくなって受

け入れができなくなっているという現状があります。そういった

関係から不法投棄物が増えるんではないかという事で注視はし

ております。実際、そちらの関係についてはあるにはありますけ

ど、過去に比べてどかんと増えたという事ではないと思っており

ます。 

分かりました。 
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佐橋副会長 

 

 

 

 

佐橋副会長 

 

 

 

 

舟橋主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐橋副会長 

あとはよろしかったでしょうか。それでは採決を取らせていた

だきます。議題（２）令和２年度事業計画（案）についてご承認

いただける方、挙手をお願いします。 

～委員全員挙手～ 

 

ありがとうございました。 

それでは、議題（２）を終了し、続いて議題（３）小牧山美化活

動（案）についてに入ります。それでは事務局、説明をお願いし

ます。 

 

「小牧山美化活動について」を説明します。 

この美化活動は、本協議会と小牧市主催の事業で、「小牧山」の

清掃活動を実施することで、小牧市のシンボルである「小牧山」

に愛着を持ち、ポイ捨て防止の意識高揚を図ることを目的として

います。 

参加予定人数は約７５０人で、開催日時は、４月１１日（土）を

予定しています。 

スケジュールですが、朝８時に史跡公園にて受付を開始します。

受付等で委員の皆様にもお手伝いいただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

８時３０分に開会、会長あいさつ、市長あいさつの後、小牧山を

概ね、次のページにありますとおり３地域に分けて清掃活動を実

施いたします。１時間くらい作業していただき終了後、各自ごみ

を分別して解散となります。 

なお、雨天の場合は中止となりますが、少雨時等の判断は午前６

時３０分に事務局で決定します。 

その他ですが、ごみ袋については事務局で用意します。軍手等は

各自持参していただきます。清掃実施後には、希望者には小牧市

歴史館、れきしるこまきの入場無料券を配布します。 

委員の皆様へ、ポスターを作製しまして、後日送付しますが、所

属団体の方々を始め広くＰＲしていただきますようご協力お願

いします。 

なお、委員の皆様の参加につきまして３月中に問合せしますが、

この協議会が主催ですので是非ともご参加いただきますようお

願いします。 

以上、簡単でございますが報告といたします。 

 

ただいま、事務局から小牧山美化活動について説明がありまし
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佐橋副会長 

 

 

藤田課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

末松委員 

 

 

 

たが、何かご意見、ご質問はありませんか。 

ないようでしたら、議題（３）小牧山美化活動（案）についてご

承認いただける方、挙手をお願いします。 

～委員挙手～ 

 

ありがとうございます。その他で事務局何かありましたらお願

いします。 

 

その他でございます。第１回会議の折に末松委員からご提案を

頂きましたステッカーの件なんですが、本日の資料の一番最後に

ご用意をさせて頂いております。第１回の折に実際には米野さわ

やか会の方で作られて、いろんなところに貼っていただいている

物を、市として作って啓発をしていきたいという案を受けまし

て、来年度ですが 3,000 枚程度作成することを考えております。

本日お示しをさせて頂いたのが内容についてどういったデザイ

ンであったりとか文言がよろしいでしょうかという事をご検討

頂きたいと考えております。ロゴマークといたしましては案とし

てはエコリンという小牧市のごみのキャラクターを付けさして

頂いておりますが、こまき山であったりとか小牧市のブランドマ

ークもあると思っております。文言につきましても例として「ポ

イ捨てをやめてきれいな街づくり」という形であげさして頂いて

おりますが、その他でも右側の方にあげさして頂いております。

特に文言につきましてもこれにこだわる訳ではございませんが、

もし皆様方でいい案があったらと思いますのでご検討の方お願

いしたいと考えております。まずロゴマークにつきましては私

共、ごみ政策課の方でも色んなごみの関係の冊子とか色んなもの

を作成している中でよく使わして頂くのはエコリンとブランド

マークは付けさして頂いております。やるとしたらこの３つの中

のどれかだなと考えておりますけど、これがいいというのが皆さ

んありますでしょうか。もしないようでしたらエコリンの方で考

えさして頂きたいと思っております。文言ですけど参考イメージ

として「ポイ捨てをやめてきれいな街づくり」標語的な形になっ

ておりますが、こういったもので作成をさして頂くという事で、

何かご意見ございますでしょうか。 

ポイ捨ての捨ての漢字、街づくりの街の漢字、子供たちにも明

確に分かるように漢字はやめた方がいい。文字の大きさが最大限

大きくできるように。文言はそれでいいように思うんですけど

ね。 
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藤田課長 

 

 

 

 

 

 

末松委員 

 

藤田課長 

舟橋主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐橋副会長 

 

 

藤田課長 

その辺のバランスについては取っていきたいと思っています。 

ありがとうごさいます。そうしましたら、業者とバランスとか色

とか一番合うような形で作成の方をさせて頂きまして、３０００

枚を来年度作らせて頂きまして、各催しであったりとか、皆様方

が所属している団体等に送付をさせて頂いたりとか、いろんな場

面を通じて配布をさせて頂きたいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

その中に、アダプトプログラムの団体のご協力も得るという事

で、活動してみえますからね。こういうのを貼りやすい。 

承知いたしました。その他としては以上でございます。 

事務連絡になります。さきほど説明をさせていただきました

が、４月１１日に小牧山美化活動を開催します。この協議会主催

の事業となり、委員の皆様にも事務局としてお手伝いいただれば

と思いますのでよろしくお願いいたします。集合時間等について

は後日、文書を郵送させていただきますのでご協力の方をお願い

します。 

また、委員の任期が令和２年７月３１日までとなりますので、６

月頃に各団体に委員の推薦依頼をさせていただきますので、その

折には委員の推薦をお願いいたします。以上です。 

その他、何かありますでしょうか。以上で、本日の議事はすべ

て終了いたしました。それでは、進行を事務局にお返しいたしま

す。 

委員の皆様、長時間にわたり、ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和元年度第２回小牧市快適で清潔なまちづ

くり協議会を閉会いたします。誠にありがとうございました。 
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